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京田辺市 公募型プロポーザル 

京田辺市文化芸術プラットフォーム形成支援業務 実施要領 

 

 

１．本事業の趣旨・目的 

（１）趣旨 

京田辺市文化芸術プラットフォーム形成支援業務について、企画提案を求め、

各事業者の提案内容を総合的に評価し、最も適した事業者を選考するため、公募

型プロポーザルを実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

（２）目的 

本市では、第２期京田辺市文化振興計画（以下、第２期計画）に基づき、文化芸

術を通じた市民参加の促進、担い手の育成、分野横断的な連携による地域課題への

対応を進めている。一方、文化芸術に関わる人材・団体・活動・情報は多様である

ものの、それらを横断的に整理・接続し、相談支援や連携創出につなげる仕組みは

十分に整っていない。 

このため、本業務では、市が主体となって構築を進める「京田辺市文化芸術プ

ラットフォーム」（以下、「プラットフォーム」）について、組織化・運営支援や外

部専門人材の活用等を通じ、文化芸術施策の中間支援機能（アーツカウンシル機

能）を段階的に形成することを目的とする。 

 

 

２．業務の概要 

（１）件名 

   京田辺市文化芸術プラットフォーム形成支援業務 

（２）業務内容 

   京田辺市文化芸術プラットフォーム形成支援業務仕様書（以下「仕様書」

という。）のとおり 

  ※ただし、契約時における仕様書は、優先交渉権者として決定された事業者

と協議の上、提案書の内容を反映し、仕様を変更することができる。 

（３）契約期間 

   契約を締結した日～令和９年３月３１日 

（４）委託上限額 

   ４，６００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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３．プロポーザルに関する日程等 

項目 日程 

公募開始日 令和８年４月１６日 

質問書の受付期間 公募開始日から４月２４日まで 

質問書 回答 令和８年４月２８日 

参加表明書受付期間 公募開始日から５月１日まで 

選定通知書の送付 令和８年５月８日 

企画提案書の受付期間 選定通知書送付日から５月１４日まで 

審査会（プレゼンテーション） 令和８年５月２０日 

選考結果の通知・公表 令和８年５月２２日 

※上記日程は変更となる可能性があります。 

 項目内に期限のあるものは、日程に掲げた日の閉庁時間までを期限とする。 

 

 

４．参加資格 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を満たすものでなければな

らない。 

（１）公告から契約締結日まで国や地方公共団体等の指名停止を受けていないこ

と。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規

定に該当しない者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て

をしている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者

（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（４）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをして

いないこと。 

（５）次のアからキまでのいずれにも該当しないこと。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与して

いる者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事

の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者

をいう。以下この号において同じ。）が暴力団又は暴力団員であると認められ

るとき。 

イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認

められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ていると認められるとき。 
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エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す

るなどしていると認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が

アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結

したと認められるとき。 

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材

料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除

く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従

わなかったとき。 

 

 

５．質疑応答 

（１）質問の受付期限 

   令和８年４月２４日午後５時まで 

（２）質問方法 

   質問書（様式第４号）に質問事項を記入し、件名を「【質問】事業名（事業

者名）」とした上で、問い合わせ先へメール又はＦＡＸを送信すること。 

  ※送信後２日以内に、本市から電子メールを受理した旨の返信がない場合

は、確認のため電話連絡をお願いします。 

   また、メール又はＦＡＸ以外での質問及び質問受付期間を過ぎた質問には

回答しません。 

（３）回答 

   全ての質問を取りまとめた上で、令和８年４月２８日までに京田辺市ホー

ムページに掲載します。 

 

 

６．参加申込の手続き 

（１）提出期限 令和８年５月１日（金）午後５時必着 

（２）提出場所 京田辺市役所市民部文化・スポーツ振興課 

（３）提出方法 持参又は郵送 

（４）提出書類 次の書類を１部ずつ提出すること 

提出書類 提出上の注意 

参加表明書（様式第１号）  

会社概要書（様式第２号） 
パンフレット等の会社概要が分かるものを添付す

ること。 
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業務実績等調書（様式第３

号） 

過去１０年間に元請としての公共機関が発注・完了

した同種業務委託の主たる実績について記載する

こと。また、これらが確認できる書類（業務実績：

契約書等の写し）を添付すること。 

参画を予定する専門人材候補および予定する主担

当者の経歴等について記載すること。 

 

また、本市の R7・8・9 年度物品・役務等又は建設工事及び測量・建設コンサ

ルタントの競争入札参加資格者名簿に登録されていない業者については、以下

の書類を提出してください。 

個人 法人 

住民票等住所がわかる証明書 商業登記簿謄本（現在事項証明書、履

歴事項全部証明書でも可） 

消費税等納税証明書 

（その３又はその３の２） 

消費税等納税証明書 

（その３又はその３の３） 

その他、条件により登録証明書（必要な資格の確認） 

 ※発行後３か月以内のものであること（写し可） 

 

 

７．参加資格審査 

（１）審査期間・結果通知 

   審査期間 公募開始日から令和８年５月７日 

結果通知 令和８年５月８日 

（２）審査方法 

   審査については、市が設置する選定委員会において実施するものとする 

（３）審査基準 

   審査基準要領のとおり 

 

 

８．企画提案書の提出 

（１）提出期限 

   令和８年５月１４日（木）午後５時まで 

（２）提出方法 

   市民部文化・スポーツ振興課まで持参又は郵送で１０部（正本１部・副本

９部）提出すること 
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（３）提出書類 

   次の書類を提出すること 

提出書類 提出上の注意 

企画提案書提出届 様式第５号 

企画提案書 任意様式、要領は（４）のとおり 

企画提案書の開示

に係る意向申出書 

様式第６号、非開示を希望する場合、複製した企画提案

書に黒塗りしたものを併せて提出すること。 

 

 

見積書 

消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 

業務ごとの積算内訳（人件費、直接経費、一般管理費

等）について記載すること。 

見積書の金額は、委託上限額を上回らないこと。 

副本は、会社名・住所等がわからないようにすること。 

（４）企画提案書要領 

京田辺市文化芸術プラットフォーム形成支援業務仕様書に基づき、下記の項目

について記載した提案書を記載すること。 

ア 業務実施体制について 

   事業実施に従事する者を雇用する際に想定している職種や配置人数、経

歴・経験、業務分担等を記載すること。 

イ 工程について 

   仕様書との整合を十分に図り、全体のスケジュール及びその進行方法や管

理について詳細に記載すること。 

なお、全体スケジュールについては、図表等を添付しわかりやすく示すこ

と。 

ウ その他重要と考える項目や有効な手段 

（５）企画提案書作成の留意事項 

ア Ａ４版で総ページ数１０ページ以内とし、事業者を特定または推定できるよ

うな記載は含まないこと。 

イ 基本的にＡ４版両面印刷で左綴じとすること。ただし、表現の都合上用紙の

方向を一部変更したり、記述方向を一部縦書きとしたりすることは差し支えな

い。単色、カラーは自由とする。 

ウ 企画提案書は目次及びページ番号を付けること。（目次は企画提案書の枚数

に含めない） 

エ 提案趣旨やアピールしたいポイントなどを簡潔に記述すること。 

オ 企画提案書は、１事業者につき１点とする。 

（６）企画提案書その他 

ア 提出された企画提案書は、本プロポーザル手続における契約の相手方の候
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補者の選定以外の目的では使用しない。ただし、公文書公開請求があった場合

は、京田辺市情報公開条例に基づき取り扱うこととする。 

イ 提出のあった企画提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製

を行うことがある。 

ウ 提出された応募書類等は返却しない。 

エ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

オ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護

される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提

案者が負う。 

   

 

９．審査会 

（１）実施日・場所 

   令和８年５月２０日 場所 別途指定する場所 

（２）審査基準 

   審査基準要領のとおり 

（３）候補者の特定について 

   審査基準要領のとおり 

（２）実施方法 

ア 提出した提案書を基にスライド等を用いて説明すること。 

イ 審査会の出席者は、３名以内とすること。 

ウ 説明時間は、準備５分以内、プレゼンテーション２０分以内、質疑応答１

０分程度とする。 

エ 大型モニターは本市で準備する。 

オ プレゼンテーション資料には企業名の記載を行わないこと。 

カ プレゼンテーション審査は非公開とする。 

キ 審査内容及び結果についての異議の申し立ては受け付けない。 

 

 

１０．審査結果の通知・公表 

（１）審査結果は、参加事業者に対し、参加表明書（様式第１号）に記載された担

当者の電子メール宛てに令和８年５月２２日（予定）までに通知する。また、

京田辺市ホームページにも選考結果を公表する。 

（２）審査結果通知に記載した内容以外の質問には回答しない。 
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１１．契約手続 

（１）契約方法 

優先交渉権を与える順位の決定後、順位が最も高い事業者と契約締結の交渉

を行う。なお、契約締結の交渉の結果、合意に至らなかったときは、次に順位

が高い業者と契約締結の交渉を行う。 

（２）契約内容 

契約内容は、企画提案書に基づき契約を行う事業者とともに内容を確認のう

え、決定するものとする。 

（３）契約方法 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づく随意契約とする。 

（４）契約代金の支払い 

契約代金の支払いについては、業務期間後に完了、検査を経て支払うものと

する。 

（５）契約締結における個人情報の取り扱い 

契約締結にあたっては、個人情報の保護に関する法律その他関連する法令及

び京田辺市個人情報保護条例の規定に基づき、個人情報保護の重要性を認識し、

この契約による事務を処理するために個人情報の取り扱いにあたっては、個人

の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければな

らない。 

ア 本業務を遂行するにあたり、業務期間中及び業務完了後において業務上知り

得た秘密を一切漏らしてはならない。 

イ 本業務に関する一切の資料を他の用途に使用してはならない。 

 

 

１２．その他 

（１）本実施要領、仕様書及び各様式は、本市ホームページからダウンロードする 

ものとする。 

（２）提案者は書類の提出をもって、本実施要領の記載内容を承諾したものとする。 

（３）提出書類の作成・提出及びプレゼンテーション等に係る費用は、提案者の負 

担とする。 

（４）提出書類等に虚偽の記載があった場合は、プロポーザル参加資格を失格とす 

る。 

（５）参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、すみやかに事務局へ辞退届（様 

式第７号）を提出すること。 

（６）書類の提出後、記載内容の修正、変更又は追加は認めない。ただし、やむを 

えない理由により修正又は変更が生じた場合で、事務局が承諾したものについ 
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てはこの限りでない。 

（７）提出した企画提案書等は返却しない。 

（８）企画提案書の提出後、本市の判断により補足資料の提出を求めることがある。 

（９）企画提案書は事業者の選定を目的に実施するものであり、契約後の業務にお 

いては必ずしも提案内容に沿って実施するものではない。 

（１０）本業務の全部を一括して再委託してはならない。ただし、業務の一部につ

いて再委託することが必要と本市が認める場合はこの限りでない。この場合

はあらかじめ再委託に関する事項を書面によって提出し、本市の承諾を得る

こと。 

（１１）提出された企画提案書等の著作権は、それぞれの提案者に帰属するものと 

する。ただし、本市が本プロポーザルの審査及び議会報告等で必要と判断し

た場合は、企画提案書等の使用、複製及び公開を、無断、無償で行うものとす

る。 

（１２）企画提案書の中で第三者の著作物を使用する場合は、著作権法（昭和４５

年法律第４８号）に認められた場合を除き、当該第三者の承諾を得ておくこ

ととし、第三者の著作権の使用の責は、使用した提案者に全て帰属するもの

とする。 

（１３）本実施要領に定めるもののほか、必要な事項については選定委員会が別に

定める。 

 

１４．問い合わせ及び提出先（事務局） 

担当部署 市民部文化・スポーツ振興課 

メール  bunka@city.kyotanabe.lg.jp 

住 所  〒610-0393 京都府京田辺市田辺８０番地 

電 話  0774-64-1300 

ＦＡＸ  0774-64-1305 


